
２月16日（火）から３月15日（火）まで
税の申告が始まります 問合せ　日立税務署　☎０２９４-２１-６３４６（自動音声案内）

所得税の確定申告

確定申告が必要な人
　販売業・製造業・農業・漁業・サービス業等を営んでいる人
や、地代・家賃・不動産売却等の所得がある人で、平成27年中
の各所得金額の合計が、社会保険料控除や扶養控除等の所
得控除合計額を超える人は、確定申告が必要です。ただし、平
成27年分の公的年金等の収入金額の合計金額が４００万円
以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額
が20万円以下である場合を除きます。
　また、給与所得者、いわゆる会社員の人で、年末調整で所
得税の精算が終わっている人は、申告の必要はありません
が、次の（１）～（３）のいずれかに該当する人は、確定申告が
必要です。

（１）年収が２千万円を超える人
（２）１ヶ所から給与を受けている人で、給与所得以外の所得

が20万円を超える人
（３）２ヶ所以上から給与を受け取っている人で、年末調整をさ

れなかった給与収入と給与以外の所得の合計額が、20
万円を超える人

※確定申告が必要でない人でも、次のような場合に申告する
と、源泉徴収された所得税が還付されることがあります。
・住宅をローンで取得した場合
・年の中途で退職し、その後再就職していない場合
・災害や盗難にあった場合
・年末調整後に出産などにより扶養親族に異動があった
とき
・多額の医療費を支払ったとき　など

確定申告の期間と会場
　所得税・個人消費税・贈与税の確定申告を次のとおり行い
ます。

［期間］　平成28年2月16日（火） から 3月15日（火）まで
　　　　※土・日を除きます。
　　　　   ただし、2月21日・28日の日曜日に限り開場します。
［時間］　午前9時から午後4時まで
［会場］　日立シビックセンター（マーブルホール会議室）

※確定申告会場は大変混雑するため、長時間お待ちいただく
場合があります。
※申告書の作成には時間を要しますので、お早めにお越しく
ださい。
※申告会場の駐車場は、有料となりますのでご注意ください。
※申告会場設置期間中は、日立税務署庁舎では申告相談を
行っておりません。（設置期間以外は、日立税務署での受付
になります）
※申告会場では、現金納付の窓口業務は行っておりません。

公的年金等受給者に係る
確定申告不要制度について

　平成23年分以後の各年分において、公的年金等の収入金
額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る
雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税
の確定申告書を提出する必要はありません。

※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の
申告が必要な場合があります。
　なお、所得税の還付を受ける場合や確定申告書の提出
が要件となっている控除（例えば、純損失や雑損失の繰越
控除など）の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が
必要となります。また、平成27年分以後は、外国の制度に
基づき国外において支払われる年金など源泉徴収の対象
とならない公的年金等を受給されている人は、この制度は
適用されないこととなりました。

復興特別所得税について
所得税の確定申告をされるすべての人へ

　確定申告書への復興特別所得税額の記載漏れにご注意く
ださい。
　平成25年分から平成49年分までの各年分については、
所得税と併せて復興特別所得税の申告及び納付をすること
とされています。
　復興特別所得税の額は、各年分の基準所得税額（原則とし
て、その年分の所得税額）に2.1％の税率を乗じて計算した
金額です。
　また、平成25年１月１日から平成49年12月31日までの
間に生ずる所得について、源泉所得税が徴収される場合に
は、復興特別所得税が併せて徴収されます。

ハローワークハローワーク

日立税務署日立税務署
市民会館市民会館

マーブルホール会議室
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センター

ご利用にあたっては国税庁ホームページをご覧ください。
http://www.e-tax.nta.go.jp/
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２月16日（火）から３月15日（火）まで
税の申告が始まります
２月16日（火）から３月15日（火）まで
税の申告が始まります
　今年も所得税及び市・県民税の申告時期が近づいてきました。
　所得税の確定申告は、日立税務署で受け付けていますが、２月１６日から３
月１５日に限り、市役所でも受け付けています（青色申告者を除く）。申告が必
要な人は、受付日時等を確認し、期日までに申告を済ませましょう。

問合せ　税務課市民税グループ　☎23-2115

市・県民税の申告

市・県民税の申告が必要な人
　今年の１月１日現在で市内に居住していた人は、原則とし
て申告しなければなりません。市では、前年の申告内容をも
とに、今年申告が必要と思われる人に申告書を送付していま
すが、申告書が送付されなかった人でも申告が必要な場合が
あります。下表を参考に申告されるようお願いいたします。

申告に必要なもの
1申告書
 （前年の控えがあれば持参してください）

2印鑑
3申告者名義の預金通帳
4社会保険料の支払い金額がわかる領収書など
（国民健康保険税・国民年金保険料については市役所で申
告相談する人は不要）

5生命保険、地震保険等の支払い保険料証明書
6医療費控除を申告する人は医療費の領収書
（内訳・合計金額をあらかじめまとめてください）
7源泉徴収票（給与所得や年金所得がある人）
8営業・農業・不動産所得等がある人は「収入内訳書」または
「農業所得のお尋ね」
（送付されていない人は、収入金額が分かる帳簿等、必要
経費が分かる領収書等）

9住宅ローン控除を申請する人
①登記事項証明書
②住民票の写し
③売買契約書または請負契約書などの写し
④住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書
⑤源泉徴収票（給与所得や年金所得がある人）
⑥長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
⑦住宅用家屋証明書の写し（⑥と⑦については、認定長期
優良住宅の住宅ローン控除を申告する人のみ）

※その他、所得により必要となる書類がありますので、ご不明
な点は税務課へお問い合わせ下さい。

申告相談の期間・会場
［期間］　平成28年2月16日（火）から3月15日（火）まで
　　　　※土・日は除きます。
　　　　   ただし、2月21日、28日の日曜日に限り開場します。
［時間］　午前8時30分から午後4時まで
［会場］　総合福祉センター１階　健診室
※開場時間は、午前8時です。開場時間前にお越し頂いても
外でお待ち頂くことになりますのでご注意ください。
※申告期限間近になると会場は大変混雑しますので、余裕を
もって早めに申告して下さい。

　次のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。
　ただし、（２）、（３）に該当する人のうち、医療費、社会保険
料、雑損、その他控除を受ける場合は申告が必要です。
（１）所得税の確定申告書を提出した人、または提出予定の人
（２）１ヶ所からの給与所得のみで、給与支払報告書が勤務先

から高萩市に提出されている人
（３）収入が公的年金（国民年金、厚生年金など）のみの人で、

所得税がかからない人

平成28年1月1日現在、高萩市に住んでいた人

平成27年中に収入のあった人

平成27年中に収入のなかった人

給与所得者
（1）給与支払報告書が勤務先から高萩市に提出され

ていない人
（2）2ヶ所以上から給与をもらっている人
（3）給与所得者以外に営業等、不動産等の収入が

あった人（給与以外の所得が20万を超えるとき
は、確定申告をする必要があります）

給与所得者以外の人
（1）平成27年中に、個人年金、営業等、農業、不動産

等の収入があった人
（2）公的年金収入のある人で、社会保険料控除、医療

費控除等を受ける人

どなたの扶養にもなっていない人
高萩市国民健康保険に加入している人（申告書の提
出がないと保険税の算定や減額等ができませんの
で、申告書左下の「前年中所得の無かった人」の欄に、
必要事項を記入のうえ提出してください）
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